
整備前 

自転車の走る場
所をハッキリさ
せ、安全で快適
な自転車専用通
行帯整備に努め
ました！ 

整備後 

 
平成25年9月29日供用開始 
大江渡鹿交差点 
    ～大江変電所前交差点 

≪目的≫ 
・歩道の安全確保 
・車道を走る自転車の 
   安全確保 

 

県内初! 

 

自転車は 
車両です！ 
車道通行 
が原則だよ。 

（レーン） 

県内初ですのでルール・マ 
ナーの啓発を行っています。 
 

自転車レーンは……   
●左側通行です 
●自転車だけ通れます 
●一列で走行 
●車両用信号が赤の時は
停まりましょう 


